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（
財
政
金
融
委
員
会
）

銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
我
が
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
環
境
変
化
に
対
応
し
、
金
融
機
関
と
金
融

関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
と
の
適
切
な
連
携
・
協
働
を
推
進
す
る
と
と
も
に
利
用
者
保
護
を
確
保
す
る
た
め
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者

に
関
す
る
法
制
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
制
度
整
備

１

預
金
者
等
の
委
託
を
受
け
て
口
座
情
報
の
取
得
・
提
供
等
を
行
う
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
つ
い
て
、
登
録
制
を
導
入

し
、
利
用
者
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
や
情
報
の
安
全
管
理
義
務
等
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
。

２

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
、
電
子
決
済
等
代
行
業
を
行
う
前
に
お
け
る
金
融
機
関
と
の
契
約
締
結
、
利
用
者
の
損

害
に
係
る
賠
償
責
任
の
分
担
に
関
す
る
事
項
等
の
公
表
を
求
め
る
。

３

金
融
機
関
に
対
し
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
の
契
約
締
結
に
係
る
基
準
の
作
成
・
公
表
を
求
め
る
と
と
も
に
、
基
準

を
満
た
す
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
す
る
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
禁
止
す
る
。

４

電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
関
す
る
監
督
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
た
め
の
会
員
に
対
す
る
指
導
等
の
業
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務
を
行
う
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の
認
定
制
度
を
整
備
す
る
。

二
、
外
国
銀
行
支
店
の
事
業
年
度
に
関
す
る
特
則

外
国
銀
行
支
店
に
係
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
現
状
の
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
又
は
外
国

銀
行
支
店
の
本
国
の
事
業
年
度
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

三
、
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
変
更
届
出
義
務
の
緩
和

銀
行
代
理
業
者
の
許
可
申
請
事
項
に
係
る
変
更
届
出
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
不
要
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

金
融
機
関
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
、

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
利
用
者
か
ら
識
別
符
号
等
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


